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■４条１項１１号

不服 2025-012024
＜本願商標＞

「ＧＬＯＷＯＯＤ」（標準文字）

第２０類「木製の収納整理ケース，テレビ等のリモコンを入れる木製のスタンド型小物入れ，

木製の整理用トレー，木製家具」

※補正後の指定商品

＜結論＞

原査定を取り消す。

本願商標は、登録すべきものとする。

＜原査定理由＞

引用商標：「グローウッド」（標準文字）

第２０類「家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビー

ズカーテン，日よけ，揺りかご，クッション，座布団，まくら，マットレス，木皮」

及び第１９類、第３６類、第３７類、第４２類

＜理由＞

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

（１）本願商標

  本願商標は、「ＧＬＯＷＯＯＤ」の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との

関係において、特段の意味を理解させない「ＧＬＯ」の文字と「木材」の意味を有する

「ＷＯＯＤ」の文字（「新英和中辞典第７版」研究社）を組み合わせたものと認識される

ものといえる。

  そして、「ＧＬＯＷＯＯＤ」の文字は、全体として我が国における一般的な辞書に載録

がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれた英語読み風に称呼する

のが一般的である。

  したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「グロウッド」又は「グローウッ

ド」の称呼を生じ得るものであり、特定の観念を生じないものである。
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（２）引用商標

  引用商標は、「グローウッド」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標の指定

商品中、本願商標の指定商品と抵触する「建具（金属製のものを除く。）」及び「家具」と

の関係において、「木材」の意味を有する「ウッド」の文字（「広辞苑  第七版」岩波書

店）に「輝き」の意味を有する「ｇｌｏｗ」の語又は「成長する」の意味を有する「ｇｒ

ｏｗ」の語（いずれも「新英和中辞典第７版」研究社）の表音を片仮名で表した「グロ

ー」の文字を組み合わせたものと認識されるものといえる。

  そして、引用商標は、その構成文字に相応して「グローウッド」の称呼を生じ、「グロ

ーウッド」の文字は、全体として我が国における一般的な辞書に載録がない語であり特定

の観念を生じないものの、「輝き」又は「成長する」を意味する語と「木材」を意味する

語を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものといえる。

（３）本願商標と引用商標の類否

  本願商標と引用商標は、それぞれ、上記（１）及び（２）のとおりの構成よりなるとこ

ろ、両商標は、外観において、文字の種類、文字数等において相違するものである。

  また、我が国においては、商標の使用に際し、商標の構成文字を同一の称呼及び観念が

生じる範囲内で片仮名と欧文字とを相互に変更することが一般的に行われている事情があ

るが、「グロー」の片仮名を欧文字で表記した場合、例えば、成語である「ＧＬＯＷ」、

「ＧＲＯＷ」の表記が想定し得るものであり、これを成語としては各種辞書に掲載されて

いない「ＧＬＯ」と表記するとはいえないことから、上記の事情を考慮したとしても、本

願商標と引用商標とは、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別できるものであ

る。

  また、称呼においては、本願商標と引用商標は、「グローウッド」の称呼を共通にする

といえるものの、一方で、本願商標から生じる「グロウッド」の称呼と引用商標から生じ

る「グローウッド」の称呼については、長音の有無という差異を有するものであるとこ

ろ、上記の短い音構成においては、その差異の語聴語感に与える影響が小さいとはいえな

いことから、相紛らわしいとはいえないものである。

  さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであり、引用商標は上記

のとおりの語を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものといえるから、本願

商標と引用商標は、観念上相紛れるものとはいえない。
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  そうすると、本願商標と引用商標とは、両商標の構成態様の相違を総合的に比較してみ

れば、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において「グロウッド」と

「グローウッド」との称呼は聴別し得るものであり、かつ、「グローウッド」の称呼を共

通にする場合があるとしても、その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与

えるものとはいえず、さらに、観念において相紛れるものとはいえないものであるから、

外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して

全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

（４）まとめ

  以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品

と同一又は類似する商品が引用商標の指定商品及び指定役務に含まれているとしても、本

願商標は商標法第４条第１項第１１号に該当しないものである。

  したがって、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当するとして本願を拒絶した

原査定は、取消しを免れない。

  その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

  よって、結論のとおり審決する。

弁理士コメント

本願商標「ＧＬＯＷＯＯＤ」と引用商標「グローウッド」は、外観において判然と区別

し得るものであり、また、称呼において「グロウッド」と「グローウッド」との称呼は聴

別し得るものであり、かつ、「グローウッド」の称呼を共通にする場合があるとしても、

その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、

観念において相紛れるものとはいえないものであるから、外観、観念及び称呼等によっ

て、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標

は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである、と判断されました。

一見すると、本願商標「ＧＬＯＷＯＯＤ」から生じる「グロウッド」の称呼と、引用商標

「グローウッド」から生じる「グローウッド」の称呼との違いが長音（「ー」）の有無しかな

いことから、これらの称呼の近似性が主な争点になっているかのように思われますが、審決

では、本願商標「ＧＬＯＷＯＯＤ」からも「グローウッド」の称呼が生じ得ると認定してい

ます。これは、個人的にはかなり意外に感じられた点です。

そして、その上で、両商標は「グローウッド」の称呼を共通にするといえるものの、本願

商標から生じる「グロウッド」の称呼と引用商標から生じる「グローウッド」の称呼につい

ては、その差異（長音の有無）の語聴語感に与える影響が小さいとはいえないことから、相

紛らわしいとはいえず、その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるも

のとはいえないと判断されております。
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なお、本審決は、観念の認定についても意外に感じられました。

すなわち、審決では、引用商標「グローウッド」は、特定の観念を生じないものの、「輝き」

又は「成長する」を意味する語と「木材」を意味する語を組み合わせたものという程度は想

起し、認識するものといえるとしています。これは、「グローウッド」自体からは特定の意

味合いは生じないけれども、特定の意味合いを有する英単語を組み合わせた語であるとい

うイメージは想起されるということでしょうか。

おそらく、文字種の変更と考えれば、本願商標「ＧＬＯＷＯＯＤ」と引用商標「グローウ

ッド」の外観の違いがそれほど大きいとまでは言い難いことから、両商標を非類似と結論付

けるためには観念においても若干の違いを有しているとの認定が必要であると考えられた

ために、このようなよくわからない（？）認定がなされたのだと思われますが、さすがに若

干強引であるとの印象が否めません。

とはいえ、我々弁理士のように商標の非類似を主張する立場にある者からすると、この審

決にあるようなロジックは、同様のケースにおいて参考になろうかと思われます。

（弁理士 永露 祥生）

＜２０２６年４月２９日＞            


